
ゾーン設定の見直しについて 

 

・蘇原ゾーンの特例に「中野方振興事務所前バス停」を加える 

 

【見直し理由】 

 蘇原地区の主に切井地域の利用者は、買物や通院などの生活圏域が恵那市方面にも依

存しており、地区の懇談会でも移動のニーズがあることが確認されている。 

 また、蘇原地区に隣接する恵那市中野方町は、恵那市自主運行バスが平日８便・土日

祝５便運行しており、恵那市街や恵那駅前までのアクセスが可能となっている。 

 このことから、現在のゾーン設定の蘇原ゾーンに、特例として「中野方振興事務所前

バス停」を加えて、蘇原地区の利用者の利便性の向上を図るものである。 

 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 １】



 

 

現
在
の
ゾ
ー
ン
設
定 

○ゾーン設定 

ゾーン名 範囲 特例 

白川白北 
白川地区内 

白川北地区内 
ゲンキー加茂白川店までを含む 

白川三川 白川地区 蘇原地区内の三川を含む 

蘇原 蘇原地区内  

黒川 黒川地区内 
マツオカ白川店及び東白川診療所までを

含む 

佐見 佐見地区内 下油井駅及び白川病院までを含む 

金山 
下呂市金山町内 

（４施設のみ） 
ゾーン内相互乗車は１日乗車券のみ可能 

 ※予約制バスの各ゾーンをまたぐ利用は曜日や時間帯などの特定の場合に限

られます。 

見
直
し
案 

○ゾーン設定 

ゾーン名 範囲 特例 

白川白北 
白川地区内 

白川北地区内 
ゲンキー加茂白川店までを含む 

白川三川 白川地区 蘇原地区内の三川を含む 

蘇原 蘇原地区内 中野方振興事務所前バス停を含む 

黒川 黒川地区内 
マツオカ白川店及び東白川診療所までを

含む 

佐見 佐見地区内 下油井駅及び白川病院までを含む 

金山 
下呂市金山町内 

（４施設のみ） 
ゾーン内相互乗車は１日乗車券のみ可能 

 

 ※予約制バスの各ゾーンをまたぐ利用は曜日や時間帯などの特定の場合に限

られます。 

 


